
 

 

 

 

「広島県生活センター」の通称変更について　 

 

１　要旨・目的 

　　本県の消費生活相談と県民相談業務の窓口である、通称「広島県生活センター」（本庁

農林庁舎１階）について、県民にわかりやすいよう、「広島県消費生活センター」と「広

島県県民相談室」に変更する。 

　　なお、現在も相談業務は別々に実施していることから業務等に変更はなく、通称使用の

ため条例改正等の特段の手続きはない。 

２　現状・背景 

　「広島県生活センター」という通称は、消費者トラブルの相談窓口であることがわかり

づらく、インターネット上で検索した場合も、必要な情報にたどり着きにくいとの指摘が

あり、今後、相談窓口の認知向上と利用促進を図るため改善を図る。 

 

３　通称変更の時期　 

令和７年４月１日 

 

４　参考 

　　　　　　　　　　　　　　（R7.4.1～） 

　　　 

 環境県民局 

資 料
Ｎｏ.３

広島県生活センター

広島県消費生活センター

消費生活相談

広島県県民相談室

家事・民事・交通事故 
行政の相談

○消費者トラブルのご相談は、 

最寄りの相談窓口につながる TEL 188　または、 

広島県消費生活センター　TEL 082-223-6111

○広島県県民相談室　TEL 082-223-8811 

東部地域県民相談室 TEL 084-931-5522 

北部地域県民相談室 TEL 0824-62-5522

令和７年３月５日 
課　名　環境県民局消費生活課 
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